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(57)【要約】
【課題】ヘアスタイリング装置における、現実的かつ商
業的な改良および修正を行うことである。
【解決手段】
　ヘアスタイリング装置であって、髪の全長を収容する
チャンバを画定する本体であって、前記チャンバは第１
の開口を有し、前記髪の全長は前記第１の開口を通じて
前記チャンバに入ることができる本体と、前記第１の開
口に隣接して前記髪の全長と係合する回転可能な要素と
、細長い部材であって、使用時にはその回りに前記回転
可能な要素によって、前記髪の全長が巻きつけられる細
長い部材と、開放位置と閉鎖位置とを有する移動可能な
パネルであって、前記開放位置では、前記第１の開口は
前記髪の全長を受容するように開放され、前記閉鎖位置
では、前記第１の開口は覆われ、加熱手段を有する移動
可能なパネルと、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘアスタイリング装置であって、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、前記チャンバ
は第１の開口を有し、前記髪の全長は前記第１の開口を通じて前記チャンバに入ることが
できる本体と、
　前記第１の開口に隣接して前記髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素と
、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに前記回転可能な要素によって、前記髪の全
長が巻きつけられる細長い部材と、
　開放位置と閉鎖位置とを有する移動可能なパネルであって、前記開放位置では、前記第
１の開口は前記髪の全長を受容するように開放され、前記閉鎖位置では、前記第１の開口
は覆われ、加熱手段を有する移動可能なパネルと、
　を有するヘアスタイリング装置。
【請求項２】
　前記移動可能なパネルは前記閉鎖位置において前記回転可能な要素を覆う、請求項１に
記載のヘアスタイリング装置。
【請求項３】
　前記細長い部材は幅を有し、前記第１の開口は少なくとも前記細長い部材の前記幅と同
じ幅である、請求項１または２に記載のヘアスタイリング装置。
【請求項４】
　前記細長い部材の少なくとも一部は前記第１の開口内にある、請求項１～３のいずれか
１つに記載のヘアスタイリング装置。
【請求項５】
　前記第１の開口に向かって前記髪の全長を誘導するように適応される誘導部分であって
、前記回転可能な要素は前記誘導部分に対して回転可能であり、前記誘導部分は前記本体
に対して移動可能である誘導部分、を有する請求項１～４のいずれか１つに記載のヘアス
タイリング装置。
【請求項６】
　前記誘導部分は、使用時には、前記髪の全長を前記第１の開口に向かって押圧するよう
に適応される、請求項５に記載のヘアスタイリング装置。
【請求項７】
　前記移動可能なパネルは前記誘導部分を覆う、請求項５または６に記載のヘアスタイリ
ング装置。
【請求項８】
　前記細長い部材は前記チャンバ内で終了する、請求項の１～７のいずれか１つに記載の
ヘアスタイリング装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つに記載のヘアスタイリング装置であって、前記回転可能な
要素は第１の部分と第２の部分とを有し、前記第１の部分と第２の部分は互いに対して移
動可能であり、前記第１の部分と第２の部分は開放条件を有し、前記開放条件において、
前記第１の部分と第２の部分は、髪の全長を把持するように適応される端が開口した穴を
画定し、前記第１の部分と第２の部分はまた、前記穴が実質的に閉鎖される閉鎖位置を有
する、ヘアスタイリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヘアスタイリング装置に関し、特に、本出願人による以前の出願である特許文
献１および特許文献２に開示されているヘアスタイリング装置の改良に関する。
【０００２】
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　簡潔を期すために、本出願において、女性の髪のスタイリングに関して言及するが、本
発明はそれに限定されない。
【背景技術】
【０００３】
　特許文献１および特許文献２に記載するヘアスタイリング装置は、スタイリングする髪
の全長を把持または収集し、細長い部材の周囲に髪の全長を巻きつける回転可能な要素を
有する。好ましい実施形態は、細長い部材を囲むチャンバを利用する。チャンバはチャン
バの壁および／または細長い部材に加えられる熱によって加熱される。チャンバ内の髪は
、細長い部材の回りに髪がある間に熱を加えることによってスタイリングされる。
【０００４】
　本発明は、特許文献１および特許文献２に記載するヘアスタイリング装置の好ましい実
施形態と多くの特徴を共有する。不要な繰り返しを防ぐために、同特許文献の開示は本明
細書に組み込まれる。
【０００５】
　さらに、特許文献１および特許文献２に記載するヘアスタイリング装置は、本発明に最
も近い従来技術であると考えられる。関連性の低いヘアスタイリング装置は特許文献３お
よび特許文献４に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００９／０７７７４７号
【特許文献２】国際公開第２０１２／０８０７５１号
【特許文献３】米国特許第２、９３５、０７０号
【特許文献４】米国特許第４、１７７、８２４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　国際公開第２００９／０７７７４７号および国際公開第２０１２／０８０７５１号に記
載するヘアスタイリング装置は現実的かつ商業的な利点を有しているが、本発明者らはさ
らに改良および修正を考案し、および本発明はこれらの改良および修正を対象にする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、第１の開口を通って髪の全長がチャンバに入ってもよい本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素と、
　使用時に、回転可能な要素によって髪の全長が巻きつけられる細長い部材と、
　開放位置と閉鎖位置とを有する移動可能なパネルであって、開放位置では、第１の開口
は髪の全長を受容するように開放され、閉鎖位置では、第１の開口は覆われ、加熱手段を
有する移動可能なパネルと、
　を有するヘアスタイリング装置が提供される。
【０００９】
　第１の開口を覆うことができる移動可能なパネルは国際公開第２００９／０７７７４７
号および国際公開第２０１２／０８０７５１号に開示されるが、これらの移動可能なパネ
ルは加熱されない。
【００１０】
　本発明者らは、第１の開口の幅を広くすることが有利であることに気づいた。国際公開
第２００９／０７７７４７号および国際公開第２０１２／０８０７５１号の好ましい実施
形態では、第１の開口は相対的に狭い。したがって、第１の開口は狭い「首部」を表し、
チャンバに入るためには、髪はこの「首部」を通過しなければならない。一度に少量の髪
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をカールするようにユーザに促す場合には、これは有利である。ただし、本発明者らは幅
広の第１の開口によって、ユーザは細長い部材のさらに近くに髪の全長を配置することが
できることに気づいた。それによって、回転可能な要素は小さい直径を有することができ
るため、装置全体の大きさを小さくすることができる。ただし、幅広の第１の開口によっ
て、加熱されることができるチャンバの壁の区域は減少する。
【００１１】
　チャンバをチャンバの外壁によって（場合によっては細長い部材によっても）加熱する
ことが好ましい。外壁の区域によって、ユーザの髪を傷めかねないかなりな高温を避けな
がら、迅速にチャンバ内の髪に熱を伝えることができる。第１の開口を覆うパネルの少な
くとも一部を加熱することによって、適用できる熱を最大化する。言い換えると、閉鎖チ
ャンバの外壁の大部分が加熱されない状態を防ぐ。
【００１２】
　望ましくは、移動可能なパネルは閉鎖位置において、第１の開口だけではなく回転可能
な要素も覆う。
【００１３】
　好ましくは、第１の開口は少なくとも細長い部材の幅と同じだけ広い。望ましくは、細
長い部材の少なくとも一部は第１の開口内に位置する。国際公開第２００９／０７７７４
７号および国際公開第２０１２／０８０７５１号の好ましい実施形態では、第１の開口は
細長い部材の長手方向軸から一定の距離を置いて配置され、特に、細長い部材の周辺部よ
りも長手方向軸からさらに離れる。第１の開口を幅広にし、第１の開口を長手方向軸に近
づけて配置することによって、ユーザは髪の全長を細長い部材に近づけて配置することが
でき、回転可能な要素を起動する前に、場合によっては細長い部材と係合する。したがっ
て、回転可能な要素が通過する円形の通路の直径を小さくすることができ、装置全体を小
型化できる有利点を得る。
【００１４】
　幅広の第１の開口は、さらに有利点を有する。まず、ユーザは、髪の全長を第１の開口
に隣接して配置する際にそれほど正確に配置する必要はない。それによって、（たとえば
後頭部の髪をスタイリングするなど）ユーザの視界が良くない場合に有利となることもあ
る。次に、スタイリングの手順中に、髪が挟まれていないか、または故意に張力を受けて
いないときは、髪を第１の開口を通すために力が必要となる。ユーザが不注意に、第１の
開口を通るには厚すぎる髪の部分をカールしようとすると、髪の全長を第１の開口に通す
ために必要となるであろう力はかなり大きくなることもある。ユーザの髪を傷めるよりも
、回転可能な要素が停止するように構成することもできるが、ユーザの髪に意図しない張
力がかかることを避けることが好ましい。幅広の第１の開口を設けることで、ユーザが髪
の厚い部分をカールすることを望む場合であっても、髪をチャンバに移動するために必要
な力を低減することができる。
【００１５】
　本装置の代替的な実施形態では、チャンバの壁は加熱されなくてもよく、この場合には
、移動可能なパネルも加熱されなくてもよい。これらの実施形態では、たとえばヘアドラ
イヤなどの外部手段によって髪を加熱してもよい。これらの代替的な実施形態は、それで
も回転可能な要素の寸法を低減することに関して、幅広の第１の開口を設けることから利
益を受けることもある。
【００１６】
　国際公開第２０１２／０８０７５１号の開示と同様に、第２の開口は、好ましくは細長
い部材の自由端を囲む。細長い部材は第２の開口を超えて突出してもよく、または第２の
開口と一致して終了してもよく、またはチャンバ内で終了してもよい。「囲む」という用
語は、これらの代案のすべてで用いられる。形成されたカールがまっすぐになることも、
または変形することもなく、第２の開口によって細長い部材の端部から摺動できることが
重要な特徴であるためである。したがって、「囲む」という用語は、細長い部材の軸に沿
って見た観点から考慮されるべきである。この特徴によって、本発明の第１の態様と、た
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とえば、国際公開第２００９／０７７７４７号の図１３および図１４の装置とが区別され
る。この装置では、カールされた髪が取り除かれる第２の開口は、細長い部材の１つの側
部にのみ存在する。
【００１７】
　国際公開第２０１２／０８０７５１号で述べるように、巻きつけたカールをヘアスタイ
リング装置から出すときに、巻きつけたカールがまっすぐにされる要件を回避することは
、ヘアスタイリングに関して大きな有利点を有する。このように、チャンバは熱く、した
がって髪はチャンバから引き出されるときに熱いままであり、チャンバから取り出される
ときに髪はスタイリングされ続けるため、取り出されるときに髪にわずかな力しかかから
ないとしても、髪の全長がチャンバから引き出される際に、巻かれたカールの曲線のかな
りの部分（たとえば、おそらく約２５％）がほどけることがある。
【００１８】
　本発明の第２の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、髪の全長は第１の開口を通じてチャンバに入ることができる本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素と、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに回転可能な要素によって、髪の全長が巻き
つけられる細長い部材と、
　第１の開口に向かって髪の全長を誘導するように適応される誘導部分であって、回転可
能な要素は誘導部分に対して回転可能であり、本体に対して移動可能である誘導部分と、
　を有するヘアスタイリング装置が提供される。
【００１９】
　髪の全長を第１の開口に向かって誘導するための誘導手段は国際公開第２００９／０７
７７４７号および国際公開第２０１２／０８０７５１号に記載されている。これら文献に
おいて示す実施形態では、誘導手段は第１の開口に向かって収束する傾斜面を備える。移
動可能な誘導部分を設けることによって、特に、誘導部分を覆う移動可能なパネルを有す
る実施形態において、ヘアスタイリング装置の大きさを小さくすることができる。
【００２０】
　好ましくは、誘導部分はまた、使用時に髪の全長を第１の開口に向かって押圧するよう
にも作用する。望ましくは、ヘアスタイリング補助装置は、第１の開口に対して移動可能
なパネルを有する。誘導部分はパネルに対して移動可能である。
【００２１】
　髪の全長の一部を第１の開口に向かって押圧するように作用する押圧部分は国際公開第
２０１２／０８０７５１号に記載されている。押圧部分は移動可能なパネルと一体化して
いる。押圧部分を移動可能なパネルと一体化することによって、可動部分が少ない簡潔な
構造となる。ただし、押圧部分がパネルに対して移動可能であるため、押圧部分は誘導手
段としても作用することができる。
【００２２】
　好ましくは、パネルが開放位置にあるとき、誘導部分は本体と移動可能なパネルとの間
の隙間を塞ぐ。
【００２３】
　望ましくは、移動可能なパネルは回転可能な要素を覆うことができる。誘導部分が移動
可能なパネルによって担持されない実施形態においても、移動可能なパネルは、使用時に
、回転可能な要素が（たとえば２回目または３回目の回転時に）ほつれ毛を把持しないよ
うに、回転可能な要素を覆うことが望ましい。ほつれ毛を把持すると、ユーザの髪がから
まる可能性が高くなる。
【００２４】
　好ましくは、移動可能なパネルは回転可能な要素だけではなく誘導部分を覆う。
【００２５】
　望ましくは、装置は２つの誘導部分を有する。誘導部分は第１の開口の長さに沿って離



(6) JP 2015-164538 A 2015.9.17

10

20

30

40

50

間する。また望ましくは、装置は第１の開口に隣接して配置される少なくとも１つの傾斜
面を含む。それぞれの誘導部分は１または複数の傾斜面の反対側に移動する。このように
して、誘導部分は押圧部分としても作用し、１または複数の傾斜面に渡る髪の全長を第１
の開口に向かって駆動し、すべての髪がさらに確実に回転可能な要素と係合し、収集され
るようにする。２つの傾斜面、たとえば、第１の開口に向かって収束する傾斜面があって
もよい。
【００２６】
　本発明の第３の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、髪の全長は第１の開口を通じて通過することができる本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素と、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに回転可能な要素によって、髪の全長が巻き
つけられる細長い部材と、
　回転可能な要素のための２つの移動可能なカバー要素であって、移動可能なカバー要素
は回転可能な要素が露出している開放位置と、回転可能な要素が移動可能なカバー要素に
よって覆われている閉鎖位置とを有し、移動可能なカバー要素はそれぞれ先端を有し、開
放位置から閉鎖位置まで移動するにつれて、先端は髪の全長を第１の開口に向かって押圧
するように作用するカバー要素と、
　を有するヘアスタイリング装置が提供される。
【００２７】
　好ましくは、移動可能なカバー要素は、開放位置から閉鎖位置まで移動するにつれて、
互いに向かって移動する。望ましくは、閉鎖位置では、移動可能なカバー要素のうちの１
つの一部は別のカバー要素の下部にある。
【００２８】
　閉鎖位置では、カバー要素は回転可能な要素を囲み、回転可能な要素がほつれ毛と係合
しないように作用する。カバー要素は「はさみ」のような作用を再現することができる。
移動可能なカバー要素のうちの１つの一部の位置は別のカバー要素内にあるため、カバー
要素は、回転可能な要素が回転する間、回転可能な要素を完全に囲むことができる。
【００２９】
　望ましくは、移動可能なカバー要素は本体に枢動可能に取り付けられる。好ましくは、
枢軸は回転可能な要素の回転軸に実質的に平行である。
【００３０】
　本発明の第４の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、髪の全長は第１の開口を通じて通過することができる本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素であって、
チャンバを超えて延在する回転可能な要素と、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに回転可能な要素によって、髪の全長が巻き
つけられる細長い部材と、
　を有し、
　本体は、蝶番で互いに留められる２つの本体部分から形成される、ヘアスタイリング装
置が提供される。
【００３１】
　したがって、本態様による本発明は、国際公開第２００９／０７７７４７号の好ましい
実施形態および国際公開第２０１２／０８０７５１号の実施形態の特徴である、チャンバ
を超えて（横方向に）延在する回転可能な要素を有するという点を共有する。（たとえば
国際公開第２００９／０７７７４７号の図１～図８の実施形態参照）。
【００３２】
　好ましくは、各本体部分は、回転可能な要素を収容する溝を含む。また好ましくは、各
本体部分は、実質的に半円形の第１の壁部分を有する。それによって、本体部分が閉鎖位
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置まで移動すると、実質的に円形の外壁を有するチャンバを提供する。
【００３３】
　望ましくは、各本体部分はフランジを有する。本体部分の開放条件では、フランジ間の
空間は第１の開口を提供し、フランジは傾斜面を提供して、髪の全長を第１の開口に向か
って誘導する。本体部分の閉鎖条件では、フランジは互いに係合して、第１の開口を閉鎖
し、回転可能な要素を覆う。
【００３４】
　好ましくは、本体部分は実質的に互いの鏡像である。
【００３５】
　本発明の第５の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、髪の全長は第１の開口を通じて通過することができる本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される回転可能な要素と、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに回転可能な要素によって、髪の全長が巻き
つけられる細長い部材と、
　を有し、
【００３６】
　回転可能な要素は第１の部分と第２の部分とを有し、第１の部分および第２の部分は互
いに対して移動可能であり、第１の部分と第２の部分は開放条件を有し、開放条件におい
て、第１の部分と第２の部分は、髪の全長を把持するように適応される端が開口した穴を
画定し、第１の部分と第２の部分はまた、穴が実質的に閉鎖される閉鎖位置を有する、ヘ
アスタイリング装置が提供される。
【００３７】
　第１の部分および第２の部分が閉鎖条件にあるとき、ほつれ毛が回転可能な要素によっ
て把持される可能性は低減されるか、または回避されることが理解されよう。したがって
、このような構成は、回転可能な要素のためのカバーまたはパネルを用いずに使用可能で
あってもよい。
【００３８】
　好ましくは、第１の部分および第２の部分は、開放位置から閉鎖位置まで移動するため
に、また髪の全長を把持するために反対に回転する。第１の部分および第２の部分は次に
、髪の全長を細長い部材の回りでカールするために、選択した方向に一緒に回転する。代
替的に、第１の部分のみが回転して髪の全長を把持し、第２の部分は、髪の全長が把持さ
れて穴が閉鎖され次第、駆動されて第１の部分と一緒に回転する。
【００３９】
　本発明の第６の態様によれば、
　髪の全長を収容するように適応されるチャンバを画定する本体であって、チャンバは第
１の開口を有し、髪の全長は第１の開口を通じて通過することができる本体と、
　第１の開口に隣接して髪の全長と係合するように適応される先端を有する回転可能な要
素であって、先端は円形の通路の回りを移動する回転可能な要素と、
　細長い部材であって、使用時にはその回りに回転可能な要素によって、髪の全長が巻き
つけられる細長い部材と、
　第１の開口を閉鎖し、円形の通路の直径に配置される閉鎖要素と、
　を有するヘアスタイリング装置が提供される。
【００４０】
　本発明者らは、回転可能な要素がスタイリングする髪の全長のすべてを捕獲すること、
および最初の回転で第１の開口を通過する際に髪の全長が把持されることが重要であるこ
とを認識した。回転可能な要素の最初の回転で髪の全長の一部が把持されないと、または
第１の開口をその後通過する際に、ほつれ毛が回転可能な要素の先端によって把持される
と髪はからまりやすくなる。特に、髪の全長が第１の開口に隣接している場合であって、
髪の一部が回転可能な要素の円形の通路内にあり、髪の一部が円形の通路の外側にあると
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きにユーザが装置を起動すると、髪はからまりやすい。小型の回転可能な要素を用いるヘ
アスタイリング装置の実施形態では、ユーザが髪の全長のすべてを確実に回転可能な要素
の先端の円形の通路に入れることができない可能性が高くなりやすい。
【００４１】
　１または複数の誘導および押圧部分を、本発明の特定の態様で組み合わせて用いるので
はなく、本態様は閉鎖要素を用いる。閉鎖要素は回転可能な要素の先端の円形の通路と一
致し、したがって第１の開口に隣接して存在する髪を、円形の通路内の第１の部分（この
第１の部分は把持されて、チャンバに移動される）と、円形の通路の外側にある第２の部
分に分けることができる。したがって、この第２の部分は回転可能な要素からは離れて維
持される。
【００４２】
　望ましくは、閉鎖要素は髪の全長のそれぞれの部分を、回転可能な要素の先端の円形の
通路の直径から離れるように押圧する。それによって、円形の通路の直径上に正確に存在
する髪はなくなる。髪の全長のそれぞれの部分は、円形の通路内、または円形の通路の外
側の位置に配置されることになる。
【００４３】
　好ましくは、閉鎖成分は二股であり、回転可能な要素のいずれかの側に位置する部分を
有する。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明の各態様の多くの特徴を、要望に応じて、互換性のある本発明の別の態様の特徴
と組み合わせてもよい。すべての態様において、本発明は、髪の全長のいかなる部分も使
用時に挟み付けないという点、およびスタイリング工程中に、張力を髪の全長にかけない
という点で、国際公開第２００９／０７７７４７号の有利点を共有する。
【００４５】
　本発明を詳細に、一例として、添付図を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の態様によるヘアスタイリング装置の斜視図を示し、移動可能なパ
ネルは閉鎖位置にある。
【図２】移動可能なパネルが開放位置にある、図１のヘアスタイリング装置を示す。
【図３】移動可能なパネルが開放位置にある、図１のヘアスタイリング装置の断面図を示
す。
【図４】移動可能なパネルは閉鎖位置にある、図３の断面図を示す。
【図５】図１の装置の一部の端部を示す。
【図６】本発明の第２の態様によるヘアスタイリング装置の斜視図を示し、誘導部分およ
び移動可能なパネルは開放位置にある。
【図７】閉鎖位置にある、図６の斜視図を示す。
【図８】図６の側面図を示す。
【図９】図７の側面図を示す。
【図１０】開放位置にある、図６の装置の一部の断面図を示す。
【図１１】閉鎖位置にある、図１０を示す。
【図１２】第２の態様によるヘアスタイリング装置の代替的な実施形態の図を示す。
【図１３】第２の態様によるヘアスタイリング装置の代替的な実施形態の図を示す。
【図１４】第２の態様によるヘアスタイリング装置の代替的な実施形態の図を示す。
【図１５】第２の態様によるヘアスタイリング装置の代替的な実施形態の図を示す。
【図１６】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図１７】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図１８】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図１９】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
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示す。
【図２０】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図２１】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２２】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２３】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２４】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２５】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２６】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２７】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２８】第２の態様によるヘアスタイリング装置の別の代替的な実施形態の図を示す。
【図２９】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図３０】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図３１】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図３２】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図３３】第２の態様によるヘアスタイリング装置のさらに別の代替的な実施形態の図を
示す。
【図３４】第３の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図３５】第３の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図３６】第３の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図３７】第４の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図３８】第４の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図３９】第５の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４０】第５の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４１】第５の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４２】第５の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４３】第５の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４４】第６の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４５】第６の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４６】第６の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４７】第６の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４８】第６の態様によるヘアスタイリング装置の実施形態の図を示す。
【図４９】ヘアスタイリング装置に一体化されてもよい別の特徴を示す。
【図５０】ヘアスタイリング装置に一体化されてもよい別の特徴を示す。
【図５１】ヘアスタイリング装置に一体化されてもよい別の特徴を示す。
【図５２】ヘアスタイリング装置に一体化されてもよい別の特徴を示す。
【図５３】ヘアスタイリング装置に一体化されてもよい別の特徴を示す。
【図５４】第２の態様による別の実施形態の斜視図を示す。
【図５５】図５４の実施形態の別の斜視図を示す。
【図５６】図５４および図５５の実施形態の一連の操作を示す。
【図５７】図５４および図５５の実施形態の一連の操作を示す。
【図５８】図５４および図５５の実施形態の一連の操作を示す。
【図５９】図５４および図５５の実施形態の一連の操作を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　国際公開第２００９／０７７７４７号は引用により本明細書に含まれ、図１～図５の実
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施形態に関連して装置の操作を簡潔に説明し、以前の開示との相違点を明確にする。
【００４８】
　ヘアスタイリング装置１１０は本体１１２およびハンドル１１４を有する。本体１１２
内にはチャンバ１１６がある。細長い部材１２０はチャンバ１１６内に位置する。細長い
部材１２０の直径２ｒおよびチャンバの壁１２２の直径Ｄ（図５参照）は所望する曲線の
カールを作るように選択される。（細長い部材１２０、およびチャンバ１１６は円形の断
面を有する必要はなく、「直径」に対する言及は円形の実施形態のみを指すことが理解さ
れよう）。
【００４９】
　本体１１２は第１の開口１２４（図２）を有し、そこを通じて髪の全長１２６（図３、
図４）をチャンバ１１６に入れることができる。本実施形態では、髪の全長１２６を装置
に入れることは、第１の開口１２４の対向する側に位置する一対の傾斜面１３０および１
３２によって促進される。別の実施形態では、傾斜面の１つまたは両方が省略されること
が理解されよう。
【００５０】
　装置１１０は、回転可能な要素１３４（図４７の実施形態に分かりやすく示す、回転可
能な要素１１３４と同一であってもよい）を有する。回転可能な要素１３４は、長手方向
軸Ａ－Ａの回りを回転するように駆動されることができる。回転可能な要素１３４は第１
の開口１２４から突出し、図２に示すように、傾斜面１３０および１３２は、回転中に回
転可能な要素１３４を内部に収容するように形成される切り抜きを有する。
【００５１】
　本実施形態では回転可能な要素１３４がその回りを回転する軸Ａ－Ａは、細長い部材１
２０の長手方向軸に平行であり、一致するが、これは必ずしも必要ではない。また、本実
施形態では、細長い部材１２０は本体１１２に対して固定される。つまり、細長い部材１
２０は回転可能な要素１３４と共には回転しないが、これは必ずしも必要ではなく、別の
実施形態では、細長い部材は回転可能な要素と共に回転する。
【００５２】
　回転可能な要素１３４が（図１に示すように時計回りに）回転するにつれて、その先端
１２８は、第１の開口１２４に隣接して位置する髪の全長１２６を通過し、先端１２８は
髪の全長１２６を把持する。回転可能な要素１３４の形状は、回転しながら髪の全長１２
６を第１の開口１２４を通じてチャンバ１１６の中に引っ張るようなものである。
【００５３】
　図３に示す髪の全長１２６を考慮すると、端部１４０は髪の全長の自由端であり、部分
１４２はユーザの頭部（不図示）に接続する。ヘアスタイリング装置１１０は、部分１４
２と自由端１４０との間にある髪の全長１２６の実質的に全体にカールを与えることを目
的とする。そのため、符号１４２は、装置によってスタイリングする髪の全長１２６の「
端部」を表す。髪の全長１２６の一本ずつの髪はユーザの頭皮（不図示）に接続する。
【００５４】
　回転可能な要素１３４が回転するにつれて、髪の全長１２６の遠位部分（回転可能な要
素１３４と自由端１４０との間にある）は、図２に示すように、第１の開口１２４を通り
回転可能な要素の裏側まで引っ張られる。図２に示すように、第１の開口１２４は、相対
的な固定面を提供する閉鎖端１４８を有する。髪を装置１１０に引き入れるのは、回転可
能な要素１３４と第１の開口１２４（特にその閉鎖端１４８）との間の相対的な回転であ
る。
【００５５】
　本実施形態では、第１の開口１２４は第２の開口１５０に接続する。回転可能な要素１
３４が回転するとき、髪の全長の近位部分（回転可能な要素１３４と部分１４２との間に
ある）もまた、第１の開口１２４を通りチャンバ１１６内に入り、図２に示すように、回
転可能な要素の手前側にまで引っ張られる。特に、近位部分は第１の開口１２４を通り第
２の開口１５０内にまで引っ張られる。
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【００５６】
　図中には不図示だが、ヘアスタイリング装置１１０は第２の開口１５０内に当接部を含
むこともある。当接部は相対的な固定面を提供し、固定当接部に対する回転可能な要素１
３４の回転によって、髪の全長がチャンバ１１６に引き込まれることが理解されよう。
【００５７】
　別の実施形態では、ユーザは指または親指を第２の開口１５０にまたがって置くように
指示され、ユーザの指または親指が当接部を提供する。さらに別の実施形態では、第２の
開口は、図５２に示すような複数の突出１５２を有し、または図５３の実施形態のように
複数の凹み１５４を有する。ユーザはヘアスタイリング装置を操作して、一時的に髪の全
長を突出１５２の間に、または凹み１５４内に捕えることができる。
【００５８】
　当接部はスタイリング手順全体に渡って、所定の位置に留まらなくてもよく、一部の事
例では、髪の全長が細長い部材１２０の回りに巻かれ始めると、回転可能な要素が回転を
続けている間に（たとえばユーザの指または親指などの）当接部を取り除くことができる
ことが理解されよう。
【００５９】
　国際公開第２００９／０７７７４７号のヘアスタイリング装置と同様に、髪は装置１１
０のいずれの部分によっても挟まれない。ただし、髪の全長１２６の部分１４２は、装置
１１０に対して所定の位置で実質的に固定される。したがって、回転可能な要素１３４が
回転を続ける間、図２に示すように、髪の全長１２６の遠位部分は次第に回転可能な要素
１３４の裏側から手前側に引っ張られ、最終的に、髪の全長１２６すべては回転可能な要
素１３４の手前側まで細長い部材１２０に巻きつけられる。
【００６０】
　本実施形態では、細長い部材１２０およびチャンバ１１６の壁１２２内の加熱要素（不
図示）によって、チャンバ１１６は加熱される。
【００６１】
　移動可能なパネル１５６は、ハンドル１１４に枢動可能に取り付けられる。枢軸は相対
的にチャンバ１１６に近く（国際公開第２０１２／０８０７５１号の移動可能なパネルの
枢軸よりもよりもチャンバ１１６に実質的に近い）、本実施形態では、スイッチ１６０に
よって電気的に起動される。スイッチはハンドル１１４の任意の適切な位置に配置されて
もよい。図６～図１１の代替的な実施形態では、移動可能なパネルは引き金２６０によっ
て手動で起動される。このような手動による起動方法を電気的な起動の代わりに用いても
よい。
【００６２】
　移動可能なパネル１５６は図２および図３に示す開放位置と、図１および図４に示す閉
鎖位置との間で、本体１１２に対して移動することができる。本実施形態では、移動可能
なパネル１５６は電気的に起動されて、開放位置と閉鎖位置との間で移動するが、他の実
施形態では、パネルはこれらの位置の１つに対して弾性的に付勢されてもよい。
【００６３】
　したがって、ヘアスタイリング装置１１０は、特に、自分の髪をスタイリングする個人
の使用に適している。ユーザは髪の全長１２６を片手で握り、ヘアスタイリング装置１１
０をもう一方の手で握る（および操作する）。ヘアスタイリング装置１１０を片手で握っ
て操作できることはまた、他人の髪をスタイリングために本装置を用いるときに、美容師
などにも有利である。
【００６４】
　図５から明らかなように、第１の開口１２４の幅Ｗは、国際公開第２００９／０７７７
４７号の図１～図８の比較実施形態および国際公開第２０１２／０８０７５１号の図１～
図５の実施形態の第１の開口よりはるかに大きい。
【００６５】
　特に、第１の開口１２４の幅Ｗは、細長い部材１２０の直径２ｒよりかなり大きい。さ
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らに、第１の開口は細長い部材１２０の先端に隣接して位置し、つまり細長い部材１２０
の長手方向軸Ａ－Ａ上の第１の開口の高さｈは、本実施形態では細長い部材の半径ｒとほ
ぼ同じである。したがって、ユーザは、回転可能な要素１３４の起動前に、髪の全長１２
６を細長い部材１２０にかなり近づいて配置することができる（細長い部材１２０と係合
することもある）。そのため、有利には回転可能な要素１３４を小さくすることができ、
装置１１０の全体的な大きさ、特に本体１１２の断面寸法を小さくすることができる。
【００６６】
　他の実施形態では、回転可能な要素の長手方向軸Ａ－Ａ上の第１の開口１２４の高さｈ
は、細長い部材の半径ｒより低くても、または高くてもよいことが理解されよう。また、
第１の開口１２４の幅Ｗは図５に示す幅Ｗよりも狭くてもよく、細長い部材の幅２ｒと概
ね同じであってもよい。
【００６７】
　第１の開口１２４はチャンバ１１６の壁の円周長の大部分に渡るため、パネル１５６は
加熱要素１５８によって加熱される。加熱要素１５８は、パネル１５６の熱伝導壁１６２
と係合して取り付けられる。したがって、パネルの閉鎖位置では、熱をチャンバ１１６内
の髪の全長に加えることができる。髪はチャンバ１１６の実質的に全周に（チャンバ１１
６の実質的に全長に沿って）巻かれている。
【００６８】
　図１～図５の実施形態では、移動可能なパネル１５６は、回転可能な要素１３４を覆う
ことと、第１の開口１２４を閉鎖することの二重機能を提供する。移動可能なパネル１５
６はチャンバ１１６の全長に渡り、それによって、最大熱量をチャンバに伝達することが
できる。（たとえば、移動可能なパネルは加熱されない）本発明の別の態様による実施形
態では、パネルがチャンバの全長に渡ることが必要ではないことが理解されよう。
【００６９】
　たとえば、加熱されたチャンバ１１６内に規定の時間だけ留まることによって髪の全長
１２６がスタイリングされると、第２の開口１５０を通って（第２の開口内の当接部を必
要に応じて移動させて）、カールされた髪の全長１２６を細長い部材１２０の端部から外
に滑り出させることができる。ヘアスタイリング装置１１０をスタイリングされた髪の全
長から引き離すにはほとんど力を必要とはせず、第２の開口１５０が細長い部材１２０を
囲むため、髪の全長は何も障害を通過する必要はなく、またはヘアスタイリング装置１１
０から髪の全長を取り除く際に、別の方法で髪をまっすぐにされることもない。そのため
、本装置によって作成されたカールの曲線を実質的に維持することができる。
【００７０】
　髪の全長１２６がからまる可能性が最も高くなるのは、髪の全長１２６の一部が回転可
能な要素によって把持され、髪の全長１２６の別の部分が回転可能な要素によって把持さ
れないことが原因であると認識されてきた。このような事例では、把持された部分は細長
い部材に巻きつけられる一方、把持されていない部分は巻きつけられない。本発明の実施
形態は、髪の全長１２６のすべてが回転可能な要素によって把持される可能性を増やすこ
とによって、このようにからまる可能性を低減することを模索する。このような本発明の
実施形態を図６～図１１、図１２～図１５、図１６～図１８、図１９～図２０、図２１～
図２８、図２９～図３３および図５４～図５９に示す。
【００７１】
　髪の全長を第１の開口に誘導するように機能する固定傾斜面を任意に含むことに加えて
、これらの図は移動可能な誘導部分２５４（など）の様々な実施形態を示す。移動可能な
誘導部分２５４は、主に第１の開口を超える隙間を塞ぎ、髪の全長を第１の開口に向かっ
て誘導するように機能する。ただし、本実施形態で示す誘導部分もまた、髪の全長を第１
の開口に向けて押すという二次機能の役割を果たす。特に、移動可能な誘導部分２５４な
どは、髪の全長を回転可能な要素の先端の下に押圧するように機能し、それによって、髪
の全長の一部が回転可能な要素によって把持されないという可能性を低減する。
【００７２】
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　図６～図１１の実施形態では、誘導部分２５４は一般に、Ｕ字型の形状の要素であり、
本体２１２上に枢動可能に取り付けられる。Ｕ字型の要素の底面は移動可能なパネル２５
６のポケット２７０（図１０）内に配置される。移動可能なパネルはハンドル２１４上に
枢動可能に取り付けられる。したがって、誘導部分２５４は移動可能なパネル２５６と共
に移動するように取り付けられるが、一部の相対運動は枢軸の位置が異なるために、調整
されなければならない。
【００７３】
　移動可能なパネル２５６はその開放位置に弾性的に付勢され（図６および８）、ユーザ
は枢動する引き金２６０をハンドル２１４に向かって押圧することによって、パネル２５
６を閉鎖位置まで移動させる。
【００７４】
　図中、ハンドル２１４および引き金２６０は湾曲しているが、他の実施形態では直線状
であってもよい。
【００７５】
　図１～図５の実施形態では、移動可能なパネル２５６は、使用時には回転可能な要素２
３４を覆い、チャンバ２１６を加熱する加熱要素（不図示）も担持する両方の役割を果た
す。
【００７６】
　図１２～図１５の実施形態では、誘導部分３５４は移動可能なパネル３５６から離間し
ている。誘導部分３５４は、パネル３５６が図１５に示す閉鎖位置まで移動する前に、図
１４に示す閉鎖または操作位置に移動される。したがって、誘導部分３５４が髪の全長を
第１の開口３２４に向かって押す段階は、回転可能な要素３３４を覆う段階とは異なる。
【００７７】
　図１５では、矢印は回転可能な要素の先端３２８の円形の通路３７２を示す。図１４お
よび図１５から、誘導部分３５４が閉鎖位置にあるとき、誘導部分３５４は第１の開口３
２４に近接して存在し、重要なことには円形の通路３７２内部に存在するように配置され
ることが明らかであろう。誘導部分３５４（同様に別の実施形態の誘導部分）はまず、髪
の全長を第１の開口に向かって誘導し、次に髪の全長を回転可能な要素３３４の先端３２
８が通る円形の通路下部に押圧するように作用し、それによって、髪の全長すべてが確実
に回転可能な要素によって把持されるようにする。
【００７８】
　別の実施形態とも同様に、移動可能なパネル３５６は回転可能な要素３３４を覆って囲
み、それによってほつれ毛が回転可能な要素と係合することを防ぐ。したがって、別の実
施形態と同様に、誘導部分３５４および移動可能なパネル３５６が図１５に示す操作また
は閉鎖位置になるまでは、回転可能な要素３３４が回転できないように配置されることが
望ましい。
【００７９】
　誘導部分２５４、３５４（など）の主要機能は、図８および図１２から（および図５４
からも）はっきり分かるように、第１の開口を超えた本体と移動可能なパネルとの間の隙
間を塞ぐことであり、それによって髪の全長を第１の開口２２４、３２４に向かって誘導
することである。髪の全長が本体２１２、３１２と移動可能なパネル２５６、３５６それ
ぞれとの間に押し込まれると、髪はそれぞれ誘導部分２５４、３５４と係合することが明
らかであろう。そのため、誘導部分は髪が第１の開口を超える区域に押し込まれることを
防ぐ。第１の開口を超える区域では、移動可能なパネルが閉鎖する際に、髪が本体と移動
可能なパネルとの間で挟まれることもありえる。第１の開口の上部で誘導部分２５４、３
５４が傾斜配向されているため、髪の全長は確実に第１の開口に向かって誘導される。誘
導部分を傾斜して配置することが好ましいが必須ではないことが理解されよう。誘導部分
が第１の開口を超えた隙間を塞ぐ限り、誘導部分を用いて、髪の全長を第１の開口に向け
て誘導することができる。
【００８０】
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　国際公開第２０１２／０８０７５１号で開示される裏側に傾斜した面と同様に、髪の全
長の任意の部分が、第１の開口を超えて不注意に押される可能性を低減することが誘導部
分２５４、３５４などの重要な機能である。第１の開口を超えると、髪は本体と移動可能
なパネルとの間に挟まれる可能性がある。国際公開第２０１２／０８０７５１号では、移
動可能なパネルの移動範囲を、傾斜面の上部を通過するために必要な移動範囲よりも小さ
くすることによって（言い換えると、移動可能なパネルが完全に開放されるときに、傾斜
面を移動可能なパネル内に存在できるほど大きくすることによって）これを実現している
。したがって、国際公開第２０１２／０８０７５１号の裏側に傾斜した面は、本体と移動
可能なパネルとの間に第１の開口を超えて存在する隙間を効率的に塞ぎ、それによって、
髪が第１の開口を超えて不注意に押されることを防ぐ。移動可能な誘導部分の有利点は、
移動可能な誘導部分を用いて、第１の開口を超えた隙間を塞ぐことができ、隙間を塞ぐ固
定面を提供する必要がないことである。したがって、移動可能なパネルは固定傾斜面の高
さを超えて移動されてもよく、それによって、髪の全長を導入することができる隙間の大
きさを大きくすることができる。（この特徴は図５４の実施形態から最もよく分かる）。
代替的または追加的に、傾斜面は、移動可能なパネルの移動範囲を制限することなく、さ
らに小さくされてもよい。移動可能なパネルは傾斜面を閉鎖位置で収容しなくてはならな
いため、小さい傾斜面によって、小さい（具体的には薄い）移動可能なパネルが可能にな
り、それによって小型のヘアスタイリング装置が可能となる。
【００８１】
　誘導部分２５４、３５４（など）の枢軸が第１の開口の近くに（具体的には直接隣接し
て）配置されるため、誘導部分の封鎖および誘導機能は強化される。
【００８２】
　図１２～図１５の実施形態では、本体３１２は傾斜面３３０を有し、傾斜面３３０の上
に誘導部分３５４が取り付けられる。誘導部分の取り付け位置によって、傾斜面は誘導部
分と協働することができ、髪の全長のいずれかが不注意にユーザによって第１の開口を超
えて押されることを物理的に防ぐ。本実施形態では、誘導部分は第１の開口の非常に近く
に取り付けられているため、傾斜面のほんの一部のみが髪の全長と係合してもよいことが
、図１０から明らかである。したがって、傾斜面は非常に小さくてもよく、傾斜面を収容
するために設けられる移動可能なパネル２５６内の凹みも非常に小さくてもよい。
【００８３】
　図１２～図１５の実施形態は、髪の全長を第１の開口３２４に誘導するように機能する
別の固定傾斜面３３２を含む。誘導部分３５４の側面は長手方向軸Ａ－Ａに沿って、傾斜
面３３２の幅よりもわずかに広い距離だけ離間している。それによって、閉鎖位置では、
誘導部分は傾斜面３３２を接近して囲む。
【００８４】
　したがって、誘導部分３５４およびパネル３５６が開放位置にあるとき（図１２）、誘
導部分３５４が閉鎖位置に移動するにつれて、傾斜面３３２に隣接している髪の全長のい
ずれかが誘導部分３５４によって傾斜面３３２に沿って、第１の開口３２４に向かって押
圧されることが理解されよう。したがって、回転可能な要素が回転するにつれて、髪の全
長は第１の開口３２４に隣接して保持される。それによって、髪の全長のいずれかが回転
可能な要素３３４によって把持される可能性ははるかに低減され、または排除される。
【００８５】
　図１６～図１８の代替的な実施形態は、２つの誘導部分４５４ａおよび４５４ｂを有す
る。２つの誘導部分４５４ａおよび４５４ｂは図１６に示す開放位置から、図１７の中間
位置を通って、図１８の閉鎖位置まで移動することができる。この移動の間、誘導部分は
髪の全長と係合し、第１の開口の方に押圧する。
【００８６】
　ここでも、誘導部分４５４ａ、ｂはＵ字型である。各Ｕ字型の誘導部分の底面は（回転
可能な要素の邪魔とならないように）、誘導部分の側面が円形の通路内にあるとき、回転
可能な要素の先端の円形の通路外側に存在しなければならないことが理解されよう。
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【００８７】
　本実施形態では、誘導部分４５４ａ、ｂは電気的に起動されるが、所望する場合は機械
的に起動されてもよい。
【００８８】
　図１９および図２０の実施形態は、ある程度図１６～図１８の実施形態に類似している
。違いは、この装置が単一の誘導部分５５４および協働する移動可能な（および加熱され
た）パネル５５６を含むことである。
【００８９】
　図２１～図２８の実施形態は、２つの指６５４ａ、６５４ｂを備える第１の誘導部分６
５４を有する。２つの指６５４ａ、６５４ｂは、従前の実施形態のＵ字型の誘導部分の側
面を効率的に備えるが、底面は備えない。本実施形態は、１つの固定傾斜面６３０および
移動可能な傾斜面６３２の形で第２の誘導部分を有する。
【００９０】
　図２１～図２４は装置６１０の一連の操作の側面図を示し、図２５～図２８は一連の斜
視図を示す。誘導部分６５４ａ、ｂが閉鎖位置まで移動するにつれて、傾斜面６３２が図
２１および図２５の開放または格納位置から、図２４および図２８の閉鎖または拡張位置
まで移動することが分かるであろう。
【００９１】
　図２９～図３３は、異なる形状の誘導部分７５４を用いる実施形態の図を示す。本実施
形態では、誘導部分７５４の誘導機能は押圧機能よりも重要ではない。誘導部分７５４は
図３１で示され、軸７７４の回りを枢動することができる二股部材を備える。回転可能な
要素７３４（その先端の円形の通路７７２を図２９および図３０において点線の輪郭で示
す）は、誘導部分７５４の２つの側部７７６ａおよび７７６ｂの間を通ることができる。
【００９２】
　装置７１０は電気的に起動され、駆動部材７７８を含む。駆動部材７７８は図３０に示
す格納位置と図２９に示す拡張位置との間を移動することができる。格納位置では、誘導
部分７５４は開放位置に弾性的に付勢され、拡張位置では、駆動部材７７８は誘導部分７
５４を閉鎖位置まで駆動させる。
【００９３】
　装置７１０はまた、開放位置と閉鎖位置との間を駆動部材７７８によって同様に枢動す
る移動可能な当接部７５２を含む。
【００９４】
　一定の実施形態の誘導部分は、一般に別の実施形態の誘導部分と交換可能であり、同様
に、誘導部分の移動手段も交換可能であることが理解されよう。誘導部分は、主に髪の全
長がユーザによって装置に導入される操作の初期段階において誘導機能を提供することも
理解されよう。（この初期段階では、誘導部分は実質的に固定されている）。誘導部分は
押圧機能を後続する操作段階で提供する。この段階では、誘導部分は第１の開口に向かっ
て移動する。
【００９５】
　図３４～図３６の実施形態は、回転可能な要素８３４のための２つの移動可能なカバー
要素８８０、８８２を有する。移動可能なカバー要素８８０、８８２は、図３４に示す開
放位置から、図３５に示す中間位置を通って、図３６に示す閉鎖位置まで移動することが
できる。開放位置では、回転可能な要素８３４は露出しているが、閉鎖位置では、回転可
能な要素８３４は移動可能なカバー要素８８０、８８２によって覆われていることが分か
るであろう。カバー要素８８０はカバー要素８８２より小さい。閉鎖位置では、カバー要
素８８２は、カバー要素８８０の一部の上に位置する（および覆う）。
【００９６】
　さらに、図３５に示すように、移動可能なカバー要素８８０、８８２は、それぞれ先端
を有する。先端は、閉鎖位置に移動するにつれて、髪の全長を第１の開口８２４に向かっ
て押圧するように作用する。したがって、本実施形態の移動可能なカバー要素は、髪の全
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長を第１の開口に向かって付勢する押圧部分と、回転可能な要素のカバーの両方として作
用する。代替的な実施形態では、カバー要素は図３５と図３６に示す位置の間でのみ移動
し、初期誘導機能も提供することができる。
【００９７】
　図１～図３６の実施形態のそれぞれでは、移動可能なパネルの枢軸および／または１ま
たは複数の押圧部分の枢軸は、細長い部材の長手方向軸Ａ－Ａに平行（または実質的に平
行）である。別の実施形態では、移動可能なパネルの枢軸、および／または１または複数
の押圧部分の枢軸は細長い部材に対して角度が付けられている。
【００９８】
　好ましい実施形態では、回転可能な要素は実質的に平面状の円盤である。好ましくは、
回転可能な要素は、細長い部材の長手方向軸Ａ－Ａに実質的に平行である軸の回りを回転
する。押圧部分の枢軸を長手方向軸Ａ－Ａに実質的に平行に配置し、したがって回転可能
な要素の回転軸に実質的に平行に配置することによって、押圧部分は円盤の平面に実質的
に垂直な軸の回りを移動する。それによって、押圧部分は回転可能な要素に近い通路に沿
って、係合せずに移動することができる。
【００９９】
　図３７および図３８の実施形態では、本体９１２は、蝶番９８４によって互いに蝶番で
留められる２つの本体部分９１２ａ、９１２ｂから形成される。
【０１００】
　各本体部分９１２ａ、ｂは、それぞれフランジ９８６を有する。フランジ９８６は、図
３７の開放位置では傾斜しており、髪の全長を第１の開口９２４に向かって誘導するよう
に機能する。図３８の閉鎖位置では、フランジ９８６は互いに係合し、それによって、回
転可能な要素９３４が回転を開始する前に、第１の開口は完全に閉鎖する。
【０１０１】
　各本体部分９１２ａ、ｂは、回転可能な要素９３４を収容する溝９８６を有する。各本
体部分９１２ａ、ｂは、要望に応じて、それぞれ加熱要素を有することができる。
【０１０２】
　本体部分９１２ａ、ｂは、本実施形態では実質的に互いの鏡像であるが、鏡像の本体部
分は、９１２などの本体を形成するためには必要ではないことが理解されよう。
【０１０３】
　図３７および図３８は、蝶番９８４の軸が細長い部材の長手方向軸Ａ－Ａに平行（また
は実質的に平行）である好ましい実施形態を示す。ただし、他の実施形態では、蝶番の軸
は、細長い部材の長手方向軸に対して傾斜して配置されている。
【０１０４】
　図３９～図４３の実施形態は、第１の部分１０３４ａおよび第２の部分１０３４ｂを備
える２部分型の回転可能な要素１０３４を有する。装置１０１０の操作の前に、第１の部
分１０３４ａおよび第２の部分１０３４ｂは、図３９に示すおよび図４１に示す開放位置
を取る。この条件において、回転可能な要素１０３４は、端が開口した穴１０８８を提供
する。穴１０８８の中に、ユーザは、（および／または装置の押圧部分があれば、そこを
押圧することによって）髪の全長を挿入することができる。
【０１０５】
　端が開口した穴１０８８の中に髪の全長が配置されるか、押圧されたとき、部分１０３
４ａ、ｂは反対に回転し、図４２の中間位置を通って図４０および図４３の閉鎖位置まで
移動する。閉鎖位置では、穴１０８８は完全にまたは実質的に閉鎖している。穴１０８８
の中に配置される髪のすべては、穴１０８８の中で保持され、ほつれ毛は穴の中に入るこ
とはできない。次に、回転可能な要素１０３４は（要望に応じて時計回りまたは反時計回
りに）回転され、部分１０３４ａ、ｂは共に回転して閉鎖穴１０８８を維持する。
【０１０６】
　閉鎖穴１０８８は、回転可能な要素１０３４がほつれ毛を把持することを防ぐため、髪
がもつれる可能性は低減するか、回避される。したがって、本実施形態は、回転可能な要
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素のカバーまたはパネルを用いずに実施されてもよい。ただし、カバーはいずれにしても
、特定のユーザから所望されることもある。
【０１０７】
　部分１０３４ａおよびｂの逆回転は穴１０８８を閉鎖するためには必要ではなく、穴を
閉鎖するためには、部分１０３４ａ、ｂのうちの１つのみが回転すればよいことが理解さ
れよう。穴１０８８が閉鎖されると、部分１０３４ａ、ｂは共に回転し、細長い部材１０
２０の回りの髪の全長をカールする。
【０１０８】
　図４４～図４８は、本発明の第６の態様による閉鎖要素を利用する実施形態を示す。本
態様によれば、髪の全長を第１の開口１１２４に向かって押圧する押圧部分が提供されな
い。代わりに、閉鎖要素１１９０は、回転可能な要素１１３４の先端１１２８の円形の通
路１１７２と一致して提供される。閉鎖要素１１９０をこの位置に配置し、先細の先端１
１９２を提供することによって、閉鎖要素１１９０は、要望に応じて、髪を細長い部材１
１２０に向けて、またはそこから離れるように移動させることができる。具体的には、回
転可能な要素１１３４の先端１１２８の円形の通路１１７２内に位置する髪は、細長い部
材１１２０に向かって（つまり、第１の開口１１２４に向かって、またはさらに第１の開
口１１２４の中に）駆動される一方、円形の通路１１７２外側に位置する髪は、細長い部
材１１２０から離れて押される。このようにして、髪の全長は、回転可能な要素１１３４
によって把持されることになる第１の部分と、把持されない第２の部分に分けられる。第
１の部分は、回転可能な要素が回転するにつれて、チャンバ１１１６内に押される。スタ
イリング操作を行う間、第２の部分は閉鎖要素１１９０によって、回転可能な要素から離
れて保持される。
【０１０９】
　回転可能な要素１１３４は、２つの先端１１２８を有し、これは、記載する実施形態の
すべてに共通することが分かるであろう。したがって、回転可能な要素は、時計回りか反
時計回りに回転するかにかかわらず、髪の全長を把持することができる。
【０１１０】
　図４９～図５１は、第１の開口１２２４にかかる任意の「ドア」１２９２を示す。図４
９では、髪の全長１２２６はドアに隣接して配置される。本実施形態では、ドアは可撓性
および弾性を有する。したがって、髪の全長１２２６は、図５０に示すように、ドア１２
９２を通じてチャンバ１２１６内に押圧されてもよい。代替的に、ドアは可撓性でなくて
もよいが、開放位置と閉鎖位置との間で枢軸に弾性的に取り付けられてもよい。所望する
場合には、ドアが髪の全長をチャンバ１２１６内に維持するように、つまり髪はドアから
チャンバ１２１６内に入れるが、チャンバから出ないように配置することができる。
【０１１１】
　図６～図３６の実施形態では、誘導部分は髪の全長を第１の開口に向かって押圧する機
能を実施する。図５４～図５９の代替的な実施形態では、誘導部分１３５４に加えて、個
別の押圧部分１３９４がある。押圧部分１３９４は移動可能なパネル１３５６によって担
持され、押圧部分１３９４の運動の通路はほとんど直接的に第１の開口に向かうため、こ
の構成は特に有利である。
【０１１２】
　このように、移動可能なパネル１３５６は本体に対して、本体１３１２のハンドル１３
１４の対向する端部に配置される枢軸の回りを枢動することが理解されよう。誘導部分１
３５４も本体１３１２に対して枢動する。誘導部分１３５４の枢軸Ｐ－Ｐ（図５５）は、
第１の開口１３２４にほとんど直接的に隣接する。したがって、押圧部分１３９４は、移
動可能なパネル１３５６が閉鎖する動作中に、誘導部分１３５４よりもはるかに小さい角
度を通って移動する。これによって、第１の開口から髪の全長を押し離す傾向を最低限に
する。
【０１１３】
　図５６～図５９に示す一連の操作から、移動可能なパネル１３５６の最初の閉鎖運動中
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に、髪の全長は誘導部分１３５４と係合し、第１の開口に向かって押圧される可能性が高
くことが理解されるであろう。ただし、移動可能なパネル１３５６が図５８の位置に移動
するまでには、髪の全長は、押圧部分１３９４によって、第１の開口に向かって実質的に
完全に押圧される。
【０１１４】
　図５５は、移動可能なパネル１３５６の底面を示す。特に、誘導部分１３５４と移動可
能なパネルとの間の接続を示す。本実施形態では、誘導部分１３５４の両方は概ねＵ字型
の一体構造の一部として形成される。Ｕ字型の底面は枢軸Ｐ－Ｐに沿って位置する。１つ
の誘導部分１３５４の端部は移動可能なパネル１３５６のポケットまたはチャンネル１３
７０に配置され、それによって誘導部分１３５４は、移動可能なパネル１３５６の移動に
よって上昇され押圧される。別の実施形態では、誘導部分１３５４は図５４～図５６の位
置に向かって弾性的に付勢され、さらに別の実施形態では、移動可能なパネル１３５６を
開放位置に対して駆動するようにも作用する。
【０１１５】
　図５４および図５６は、特に、移動可能なパネル１３５６が傾斜面１３３０の高さをは
るかに超えて開放されることができることを示す。それによって、移動可能なパネル１３
５６の厚さ（つまり図中の垂直方向の寸法）を、固定誘導部分を利用する国際公開第２０
１２／０８０７５１号の実施形態に比べてはるかに低くすることができる。
【０１１６】
　他の実施形態では、１または複数の誘導部分は枢動せずに移動可能であってもよいこと
が理解されよう。つまり、１または複数の誘導部分はチャンネル内で摺動するように適応
されてもよく、または、たとえば、曲げることによって移動に十分なほど可撓性を有する
ようにされてもよい。さらに、図２１～図２８に類似する実施形態では、第２の誘導部分
（つまり第１の開口前の傾斜面）は、曲げることによって移動するように可撓性を持って
形成されてもよい。可撓性の１または複数の誘導部分は、移動可能なパネルによって係合
されるとき、好ましくは変形される。
【０１１７】
　図１～図５の実施形態の修正では、装置は、ヘアトリートメント製品を髪の全長に塗布
するように適応されえる。ヘアトリートメント製品、たとえば熱保護製品を塗布すること
は、国際公開第２００９／０７７７４７号に論じられている。本発明では、製品は移動可
能なパネル１５６から配布されえる。特に有利な実施形態では、ヘアトリートメント製品
を移動可能なパネル１５６内のタンクに保持してもよい。タンクはヒータ１５８に十分近
いため、トリートメント製品は移動可能なパネルを通過し、髪の全長と係合する前に、タ
ンク内で加熱され（理想的には蒸発させられ）る。
【０１１８】
　ヘアトリートメント製品は、細長い部材を囲むチャンバ内に直接塗布されてもよい。ま
たは必要に応じて、チャンバに入る前に、トリートメント製品が髪に係合するように構成
されてもよい。それによって、髪はチャンバに入る前に予熱される。その後、髪の全長は
チャンバ内に短期間留まる必要がある可能性が高いが、その期間は別の方法でカールをセ
ットするのに必要となるよりも短期間である。要望に応じて、（ヒータ１５８に加えて）
髪がチャンバに入る前に髪の全長を加熱するためにヒータを提供してもよい。それによっ
て、髪がカールをセットするチャンバに入る前に、（蒸発した）トリートメント製品およ
び追加のヒータは一緒に髪を予熱するように作用する。
【０１１９】
　国際公開第２００９／０７７７４７号に開示される装置と同様に、回転可能な要素は、
回転可能な要素と共に回転する円筒形のハブに接続してもよい。回転可能な要素はハブと
チャンバとの間に位置し、回転可能な要素の最初の回転の間に、髪の全長の一部はハブに
巻きつけられる。（たとえば国際公開第２００９／０７７７４７号の図５Ｂ参照）。必要
に応じて、回転するハブの回りを、ハブと共に回転しないスリーブを提供してもよい。そ
れによって、ハブが回転するにつれて、別の方法で髪の全長に適用される力を回避するこ
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とができる。スリーブは、自由に取り付けられ、どの方向にも回転可能である。これは、
必要に応じて髪を強制的に取り除けるため、有利でありえる。代替的には、回転不可能な
スリーブを装置の本体に取り付けえる。それによって、スリーブはヒータを組み込むよう
に容易に適応可能であり、髪がチャンバに入る前に、髪の全長を予熱する。
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